宮城県社会福祉協議会
福祉サービス第三者評価事業運営規程

（目的）

第１条　この規程は，社会福祉法人宮城県社会福祉協議会（以下「本会」という。）が行う福祉サービス第三者評価（以下「評価」という。）事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

（所在地）
第２条　評価に係る事業を掌る事務局はこれを仙台市青葉区上杉一丁目２番３号に置く。
（評価の目的及び基本方針）

第３条　本会が実施する評価は，福祉サービスを提供する事業者のサービスの質の向上，及び利用者のサービス選択に資することを目的として，社会福祉法第７８条の趣旨に則り，公正・中立な立場で事業者を支援するとともに，事業の透明性の確保に努めるものとする。
（評価対象事業）
第４条　本会は，次の各号に掲げる事業所の評価事業を実施する。

（1） 乳児院

（2） 児童養護施設

（3） 保育所

（4） 児童自立支援施設

（5） 情緒障害児短期治療施設

（6） 母子生活支援施設

（事業推進責任者）
第５条　本会に事業推進責任者を１名置く。

２　事業推進責任者は会長が別に定める。
（評価調査者）

第６条　本会に，評価調査者として次の各号に該当する者をそれぞれ１名以上置く。
（１）組織運営管理業務を３年以上経験している者，又はこれと同等の能力を有していると
認められる者。

（２）福祉・医療・保健分野の有資格者もしくは学識経験者で，当該分野に係る業務を３年
以上経験している者，又はこれと同等の能力を有していると認められる者。

２　全ての評価調査者は，評価調査者養成研修（宮城県が実施する評価調査者養成研修及び社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する評価調査者養成研修，社団法人全国保育士養成協議会が実施する評価調査者研修又はこれと同等の内容であると宮城県知事が認める研修をいう。）を終了した者とする。
（評価の実施）

第７条　本会は，宮城県福祉サービス第三者評価業務実施要綱を遵守のうえ，別に定める宮城県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価の手法・手順等に関する規程に基づいて評価を実施する。

（委員会）

第８条　本会は，評価の公正性・中立性を保つため，福祉サービス第三者評価審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２　委員会は，会長の諮問に応じ，評価の内容に関することを審査する。

３　委員会は，評価の内容に関することを審査した後，会長に答申する。

４　委員会に関する事項は別に定める。

（評価料金）

第９条　本会は，評価を受審する事業者（以下「事業者」という。）から評価料金を徴収する。
２　評価料金は，別表第１に掲げる額とする。ただし，会長が特に必要があると認めるときは，評価料金を減額することができる。

（評価調査者の研修）
第１０条　本会は，評価機関として事業者及び利用者等からの信頼をより高めるため，評価に関する研修を継続して実施する。
（苦情対応）

第１１条　本会は，評価事業に関する苦情があったときは，別に定める宮城県社会福祉議会なんでも相談室（相談・苦情解決）規程により，適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
（情報管理及び守秘義務）

第１２条　本会は，別に定める宮城県社会福祉協議会福祉サービス第三者評価事業倫理規程，及び宮城県社会福祉協議会個人情報保護規程に則り，評価事業の実施に関する情報全般を適切に管理し，事業者及び利用者等に関する当該情報が第三者に漏れないように留意する。

（損害賠償）

第１３条　本会は，自己の責に帰すべき事由により契約の定めに違反し，事業者が損害を被った場合には，その損害を本会が賠償するものとする。
２　事業者は，自己の責に帰すべき事由により契約の定めに違反し，本会が損害を被った場合には，その損害を事業者が賠償するものとする。

（その他）

第１４条　この規程に定めるもののほか，必要な事項は会長が別に定める。

　附　則
（施行期日）

１　この規程は，平成１９年１０月１日から施行する。

　附　則
（施行期日）

１　この規程は，平成２０年１１月１５日から施行する。

　附　則
（施行期日）

１　この規程は，平成２１年４月１日から施行する。
　　附　則

（施行期日）

１　この規程は，平成２２年８月１日から施行する。

別表第１（第９条第２項関係）

	対象事業所
	評価料金

	利用者の定員規模が50人以上の事業所


	１事業所につき　３００，０００円

（うち消費税及び地方消費税１４，２８５円）



	利用者の定員規模が50人未満の事業所


	１事業所につき　２５０，０００円

（うち消費税及び地方消費税１１，９０４円）


